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成年後見制度 
 

認知症・知的障害・精神障害などのために判断能力に不安がある人の、預貯金などの財産管理や 

施設入所の契約などを支援し保護する制度です。 
 

＊ 成年後見 （判断能力がないと思われる人） 

 

 

 

 
 

 

＊ 保佐 （判断能力が著しく不十分な人） 

 

 

 

 

＊ 補助（ひとりで判断する能力が不十分な人） 

 

 
 

 

＊ 手続き 

申立て 
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等の開始の審判を申し立てます。 

裁判所の調査 
申立てに対して裁判所が本人の状況や家族の事情、後見人などについて調査します。 

鑑定 
本人の判断能力について精神鑑定が行われますが、補助の審判では鑑定は行われません。 

後見開始の審判については、診断書の記載、本人との面談、親族などからの事情を確認した

範囲で、裁判所が鑑定を不要と判断すれば鑑定は省略されます。 

審判の決定 
申立人、本人、後見人などになった人に審判書が送付されます。 

 

＊ 相談窓口 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度全般の相談 こどもと福祉の未来館 福祉の相談窓口 ☎ 04-2941-6366 

65歳以上の方の相談 高齢者支援課 ☎ 04-2998-9120 

知的障害をお持ちの方の相談 障害福祉課 ☎ 04-2998-9116 

精神障害をお持ちの方の相談 こころの健康支援室 ☎ 04-2991-1812 

成年後見制度を知りたい 
埼玉県社会福祉協議会 権利擁護ｾﾝﾀー  ☎ 048-822-1204 

所沢市成年後見センター ☎ 04-2929-1711 

成年後見人等に 

なってくれる人がいない 

埼玉弁護士会 高齢者・障害者権利擁護 

センター「しんらい」 
☎ 048-710-5666 

（公社）成年後見センター・ 

リーガルサポート埼玉 
☎ 048-845-8551 

（一社）コスモス 

成年後見サポートセンター・埼玉県支部 
☎ 048-833-0647 

（公社）埼玉県社会福祉士会 

権利擁護センター ぱあとなあ埼玉 
☎ 048-857-1717 

ほとんどの法律行為を本人に代わり後見人が行います。 

本人は日常生活での買い物はできます。本人の財産を

全面的に管理します 
※不動産の処分などは裁判所の許可が必要です 

本人が不利な契約や取引をしないよう保護します。 

本人を代理することはできないが、本人の状況に応じて、 

代理権・同意権・取消権を追加することができます。 

特定の法律行為について代理することができます。 

特定の法律行為について同意や取り消しができます。 

共通した補足 
後見人などは年1回程度、本人

の財産状況や心身の状況、後見人

等の活動について裁判所に報告し

ます。 
 

後見人などは、原則として本人

の生活や利益のためのみに財産を

使い、帳簿や領収書の保管などが

必要です。 
 

任意後見制度 
今判断能力のある人が、将来判

断能力が不十分になったときに備

え、あらかじめ後見人を選んでお

く制度です。 
 

申立てができる人 
本人、配偶者、４親等内の親族

（親、子、兄弟姉妹、おじ、お

ば、おい、めい、いとこなど）事

情がある場合は市長も申し立てを

することができます。 
 

はじめにすること 

主治医と相談し専用の診断

書を用意します。 

（裁判所のホームページから

ダウンロードできます） 
 

後見人などの候補者を決める 

原則は裁判所が選任します

が、申立ての際に届け出て、

裁判所が調査し問題がない場

合は、その人を選任します。 
 

必要書類 

裁判所により異なる場合が

あるので、管轄裁判所に確認

しましょう。 

さいたま家庭裁判所川越支部 

川越市宮下町2-1-3 

☎ 049-273-3041 
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その他の連絡先 
 

＊ 所沢市役所 (所沢市並木1-1-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＊ 社会福祉協議会 (所沢市泉町1861-1所沢市こどもと福祉の未来館)  ※一部事業を抜粋しています 

※1 所沢市緑町2-3-8 鴫ビル１階 ※2 所沢市泉町1850-4 

※3 所沢市緑町1-6プラザシティ新所沢けやき通り団地18号棟101号室 
 

＊ 日本年金機構 所沢年金事務所 (所沢市上安松1152-1) 

 

 
 

＊ 所沢児童相談所 (所沢市並木1-9-2) 
18歳までのお子さんの性格行動、非行、虐待など、様々な相談 ☎ 04-2992-4152 

 

＊ 地域包括支援センター 高齢者ご本人やご家族の認知症や介護などに関するさまざまな相談 

所沢 ☎ 04-2926-4426 
御幸町1-16-207 

所沢スカイライズタワー 

日吉町、東町、旭町、御幸町、寿町、元町、金山町、有楽町、北有楽町 

喜多町、宮本町、西所沢、星の宮、くすのき台1丁目～2丁目 

松井東 ☎ 04-2951-5500 下安松963-4 松郷、下安松、東所沢和田 

松井西 ☎ 04-2994-1615 上安松1283-4 西新井町、東新井町、牛沼、上安松、くすのき台の一部 

柳瀬 ☎ 04-2951-8887 坂之下941-3 坂之下、城、日比田、亀ヶ谷、神郷、南永井、東所沢、本郷 

富岡 ☎ 04-2942-0067 中富1617 中富、下富、神米金、北中、中富南、所沢新町、岩岡町、北岩岡 

新所沢 ☎ 04-2937-7105 緑町3-12-17 緑町、泉町、青葉台、榎町、けやき台、向陽町 

新所沢東 ☎ 04-2968-8899 松葉町11-1 弥生町、美原町、北所沢町、花園、松葉町 

三ヶ島第１ ☎ 04-2947-2837 三ヶ島5-551 三ヶ島、糀谷、堀之内、林、和ヶ原、西狭山ヶ丘 

三ヶ島第２ ☎ 04-2926-7800 東狭山ヶ丘6-2835-2 東狭山ヶ丘、狭山ヶ丘、若狭 

小手指第１ ☎ 04-2947-1211 北野3-1-18 
上新井、小手指元町、小手指南、小手指台、小手指町５丁目、北野 

北野南、北野新町 

小手指第２ ☎ 04-2968-3311 小手指町2-12-7 小手指町1丁目～4丁目 

山口 ☎ 04-2928-7525 山口2702-1  上山口、山口 

吾妻 ☎ 04-2929-6965 久米1538-9 
北秋津、東住吉、西住吉、南住吉、久米、松が丘、荒幡 

くすのき台3丁目 

並木 ☎ 04-2943-7333 中新井3-20-35-107 こぶし町、若松町、下新井、中新井、並木、北原町 

 

児童相談、児童手当、子育て支援など こども支援課 ☎ 04-2998-9124 

18歳未満の療育手帳、障害児福祉、サポート手帳 こども福祉課 ☎ 04-2998-9223 

18 歳以上の身体障害者・知的障害者支援 障害福祉課 ☎ 04-2998-9116 

国民健康保険に関する手続きなど 国民健康保険課 ☎ 04-2998-9131 

後期高齢者医療費制度など 国民健康保険課 ☎ 04-2998-9218 

生活保護制度に関する手続きなど 生活福祉課 ☎ 04-2998-9201 

介護保険制度に関する手続きなど 介護保険課 ☎ 04-2998-9420 

障害年金に関する手続きなど 市民課 国民年金担当 ☎ 04-2998-9095 

生活上で生じる問題の相談など 市民相談課 ☎ 04-2998-9092 

障害をもつ方の就労、雇用相談、継続就労のこと ところざわ就労支援センター ☎ 04-2921-9200 

障害を持つ方の生活全般に関する相談 ところざわ障がい者相談支援センター ☎ 04-2929-1705 

福祉サービスの利用手続き、日常の金銭管理のこと あんしんサポートネット・所沢市成年後見センター ☎ 04-2929-1711 

失業などによる経済的な問題の相談 所沢市あったかサポートセンター ☎ 04-2968-3960 

ひきこもりに関する相談 あったかサポート「りーち！」 ※1 ☎ 04-2968-3773 

高齢の方や障害のある方に対する家事援助 居宅介護支援事業所 ※2 ☎ 04-2929-1702 

子育てに関する相談や保育サービスについて ファミリー・サポート・センター ※3 ☎ 04-2921-0070 

国民年金、厚生年金、障害厚生年金の申請等の手続きについて ☎ 04-2998-0170 
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